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第６　各被災状況における課又は出先機関等の優先業務計画 

被災状況のレベル１からレベル４までにおける優先業務を定めます。 

すなわち，課又は出先機関等の事務分掌や業務内容について，被災状況ごとに，優先業務を

「○」とし，非優先業務を空欄とします。優先業務は必ず実施しますが，非優先業務は状況に

応じて実施します。 

なお，事務分掌に本来記載されている「に関すること。」は，便宜上省略します。 

また，電力を必要とする優先業務が，電力供給停止状態のレベル４の被災状況において実施

することとなっている場合は，電力を使わない代替の方法で業務を行い，又は電力を使用しな

い一部の業務のみを行います。 

 

※　括弧内の数字は，ページを表す 
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